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資料番号 ９－５ 担当課 健康増進課 

法令名 
感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律 
根拠条項 第 18 条第２項 

不利益処

分の種類 
就業制限 

 

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年 10 月２日法律第 114 号） 

 

 （就業制限） 

 第 18 条 都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエン

ザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第 12 条第１項の規定による届出を受けた場

合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその

保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知すること

ができる。 

 ２ 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による

通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚

生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省

令で定める期間従事してはならない。 

 ３ 前項の規定の適用を受けている者又はその保護者は、都道府県知事に対し、同項の規定の適

用を受けている者について、同項の対象者ではなくなったことの確認を求めることができる。 

 ４ 都道府県知事は、前項の規定による確認の求めがあったときは、当該請求に係る第２項の規

定の適用を受けている者について、同項の規定の適用に係る感染症の患者若しくは無症状病原

体保有者でないかどうか、又は同項に規定する期間を経過しているかどうかの確認をしなけれ

ばならない。 

 ５ 都道府県知事は、第１項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該患者又

は無症状病原体保有者の居住地を管轄する保健所について置かれた第 24 条第１項に規定する

協議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、当該協議

会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。 

 ６ 前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その通知をした内容に

ついて当該協議会に報告しなければならない。 

 

 

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平成 10 年 12 月 28 日号外

厚生省令第 99 号） 

 

 （就業制限） 

 第 11 条 法第 18 条第１項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

  一 当該届出の内容のうち第４条第１項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項に係る内容 

  二 法第 18 条第２項に規定する就業制限及びその期間に関する事項 

  三 法第 18 条第２項の規定に違反した場合に、法第 77 条第４号の規定により罰金に処される

旨  

  四 法第 18 条第３項の規定により確認を求めることができる旨 

  五 その他必要と認める事項 

 ２ 法第 18 条第２項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号

に定める業務とする。 



  一 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病及びラッサ熱 飲

食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び他者の身体に直接

接触する業務 

  二 結核 接客業その他の多数の者に接触する業務 

  三 ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウ

イルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。）、新型インフルエン

ザ等感染症、中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイルス

であるものに限る。以下単に「中東呼吸器症候群」という。）、痘（とう）そう、特定鳥イン

フルエンザ及びペスト 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する

業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務 

  四 法第６条第２項から第４項までに掲げる感染症のうち、前三号に掲げるもの以外の感染症 

飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務 

 ３ 法第 18 条第２項の厚生労働省令で定める期間は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号

に定める期間とする。 

  一 結核、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザ その病原体

を保有しなくなるまでの期間又はその症状が消失するまでの期間 

  二 前号に掲げるもの以外の感染症 その病原体を保有しなくなるまでの期間 
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